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１ 構成
以下の要素によって構成され、これらを⼀体的に運⽤し、評価を⾏っています。
①しあわせ信州創造プラン２.0 （計画期間︓2018年度〜2022年度（平成30年度〜令

和４年度））に基づく施策の進捗管理
②県の基本的な活動である事業の点検

２ 対象・時点
(1) 施策の進捗管理

①重点目標
②総合的に展開する重点政策
③地域計画における地域重点政策
④チャレンジプロジェクト
上記について、プラン2.0の開始時点を始点とし、2022年度（令和４年度）までの取組

実績を踏まえて評価を⾏います。

(2) 事業点検
内部管理経費等を除くすべての事業について、2022年度（令和４年度）の実績を踏ま

えて、「事業改善シート」により評価を⾏います。

【はじめに】 ⻑野県総合５か年計画 政策評価制度の概要

（参考）しあわせ信州創造プラン2.0の計画の構成
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３ 観点
(1) しあわせ信州創造プラン2.0の総括

プラン2.0の重点目標、総合的に展開する重点政策における関連目標及び地域計画の達
成目標の目標値に対する進捗状況等を基に、取組の成果と課題を把握し、しあわせ信州創
造プラン3.0 （計画期間︓2023年度〜2027年度（令和５年度〜令和９年度））における
効果的・効率的な施策の実施につなげていきます。

(2) 説明責任の履⾏
施策の進捗管理においては、目標値に対する進捗状況等及び取組の成果と課題について、

指標の経年変化の状況や全国における本県の⽴ち位置等も加味しながら、県⺠の皆様に分
かりやすい表現を⼼がけ、取りまとめます。

また、事業点検においては、現状と課題及び事業目的を明確にした上で、取組実績や成
果指標の達成状況に関する要因分析に加え、県⺠の皆様や事業者の皆様などからの改善要
望等も踏まえて、事業の課題や改善⽅策について取りまとめます。

(3) 学ぶ県組織への転換
職員⼀人ひとりが「データ」「因果関係」「成果」を重視した政策評価を通じて、政策

⽴案⼒の強化を図ります。

４ 目標値に対する進捗状況の区分
重点目標、重点政策に係る関連目標及び地域計画に係る達成目標については、以下の区

分により進捗状況を判定します。

※進捗率＝（実績値－基準値）／（目標値－基準値）
※新型コロナウイルス感染症の拡⼤に伴う⾏動制限や外出自粛による直接的な影響を受けたことで基準値
未満となったことが明らかなものについては、「判定せず」としました。
（ただし、要因の⼀部である場合や、間接的な影響によるものは除く。）

※地域計画に係る達成目標において、統計調査が終了したことにより実績値がなく、進捗状況を判定でき
ないものについては、「調査終了により実績値なし」と表⽰しています。

５ 外部の視点の確保
評価結果の客観性・妥当性を担保し、説明責任を果たすため、総合計画審議会において

評価結果に対する意⾒をお聞きします。

６ 報告等
評価の結果概要を⻑野県基本計画の議決等に関する条例に基づき県議会へ報告するとと

もに、県⺠に公表します。

A 進捗率100％以上
B 進捗率80％以上100％未満
C 進捗率80%未満
D 基準値（計画策定時における最新の実績値）未満

判定せず 明らかな新型コロナウイルス感染症の影響で基準値未満となり、
他の指標と同様の区分で判定することが不適当なもの
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